
北栄町放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要項 

 

 

１ 目的 

  北栄町では、小学校に就学する児童のうち、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童について、

家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自

主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を

図ることを目的とし、設置された学童保育の運営業務について、より効率的、効果的に達成するため、

豊富な経験と高い専門知識を有する事業者に業務委託することで、安全で安心な運営業務を期待する

とともに、費用対効果の高い事業を実施することを目的として、その事業を委託する事業者を選定する。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務名   北栄町放課後児童クラブ運営業務委託 

（２）事業内容    別紙「北栄町放課後児童クラブ運営業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託業務期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 

３ 業務に要する費用（見積限度額） 

（１）本業務に関する令和８年度の費用は、32,160 千円以内とする。（消費税及び地方消費税に相当す

る額を含む） 

（２）見積書に積算する必要のある経費 

   ①人件費 

   ②運営事務費 

    事務用品費、消耗品費、研修費等 

（３）委託料として積算する必要のない経費 

   ①光熱水費 

   ②施設、設備、備品の維持経費（軽微な修繕に係るものを除く） 

   ③昼食、おやつにかかる経費（昼食、おやつは利用者が持参する） 

 

４ 参加資格要件 

  プロポーザルに参加する者は、次の要件を全て満たしている者とする。 

（１）北栄町へ入札指名願いを提出した者であること。 

（２）企画提案書の提出期限に、北栄町の指名停止を受けていないこと。 

（３）放課後児童クラブの運営について、地方公共団体からの業務の受託実績がある法人であること。 

（４）次のいずれにも該当しないこと。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（一般競争入札に参加させな

いことができる事由）に該当する者 

②次の申立てがなされていない者 

○破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の申立て 

○会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始の申立て 

○民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立 

 て 

③次のいずれかに該当する者 



○役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員であると認められる者 

○暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

○役員等が自己、自社若しくは第三者の父性の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

○役員等が、暴力団又は暴力団又に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

○役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

 

５ プロポーザルに係る日程 

（１）参加申込書及び企画書受付期限     令和７年１１月２８日（金）まで 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング   令和７年１２月１1日（木）予定  

（３）結果通知予定日            令和７年１２月中旬予定 

 

６ 質問事項の受付及び回答 

（１）質問期限  令和７年１１月２１日（金）午後５時 

（２）提出方法  適宜の書式により電子メールで送信すること。 

○送信先  kyouiku＠e-hokuei.net 

○メール送信後、受信確認のため事務局へ電話連絡すること。 

○電子メールの表題は「北栄町放課後児童クラブ質問」とすること。 

○回答に対する再質問は受け付けない。 

（３）回答方法  回答は北栄町ホームページに掲載する。 

 

７ 参加申込みの手続き及び提出物 

（１）提出期限 令和７年１１月２８日（金）午後５時 

（２）提出場所 〒６８９－２２９２ 鳥取県東伯郡北栄町由良宿４２３－１  

北栄町役場 教育総務課 子育て支援室 

（３）提出書類 

①プロポーザル参加申込書 

②会社概要及び業務経歴書（Ａ4版任意様式） ※類似の業務実績について記載すること。 

③企画提案書（Ａ4版任意様式） 

④見積書（見積明細書添付、任意様式） 

※募集要項等は、北栄町ホームページからもダウンロードできます。 

○提案件数は１社につき１件とする。 

○企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。ただし、部分的な差し替えは認めない。 

○提出書類の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本語通貨並びに日本国の標準時

及び計両法（平成４年法律第５１号)に定める単位に限る。 

（４）提出部数 

  書類は順番にＡ４ファイルに綴じて、５部（正本１部、副本４部）提出すること。 

 

８ 提案のプレゼンテーション及びヒアリング 



日 時：令和７年１２月１１日（木）午後１時３０分から（北栄町役場） 

※実施時間は質疑を含め４０分以内とし、１社の場合でも実施する。 

      ※当日の説明は、提出した提案書を使用すること。必要に応じプレゼンテーション 

 用資料を作成し、使用してもよい。 

 

９ 審査方法及び評価基準 

受注候補者の選定は、プレゼンテーションにより行い、別紙評価基準に基づいて審査する。 

北栄町放課後児童クラブ運営業務受託者選定審査委員会は、次の要領で受注候補者を選定するも

のとする。ただし、審査の結果、応募者が事業実施の目的を達成できないと判断した場合には、受注

候補者の選定を行わない。 

①審査した評点の合計が最も高い応募者を受注候補者として選定する。 

②応募者が複数の場合で、審査の結果、合計点が同点の場合には、審査員の協議により受注候補者

を選定する。 

③応募者が１者の場合であっても、提案内容を審査の上、適当と認められる場合は受注候補者とす

る。 

  ④審査結果は令和７年１２月中旬以降に文書により通知するとともに、北栄町ホームページに掲載する。

また、受注候補者となった者には、企画提案内容に沿った仕様の確認及び見積書の提出について

案内する。なお、審査内容及び審査結果についての質問及び異議申立ては受け付けない。 

 

 

 

 

10 業務委託契約に関する事項 

（１）契約手続き 

受注候補者と協議し、地方自治法第２３４条第２項の規定による随意契約により速やかに契約手続

きを進めるものとする。ただし、次のいずれかに該当し、契約が締結できない場合は、次点者を受注

候補者として再度選定するものとする。 

①受注候補者が地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当することとなったとき 

②受注候補者が、北栄町から業務委託に係る指名除外措置を受けたとき 

③受注候補者が、選定後に失格となったとき 

④受注候補者からの見積徴取の結果、契約締結ができないこと 

⑤受注候補者が本業務委託契約の締結を辞退したとき 

（２）業務委託の仕様及び実施条件 

本業務委託の仕様については、仕様書に定めるほか、企画提案書に記載された内容を尊重し、

発注者、受注者協議の上で定める。 

（３）失格による契約の解除 

本業務委託契約締結後に、契約者が本プロポーザルの参加資格を満たさないことが明らかとな

った場合には、契約の解除を行うものとする。 

 

11 その他 

（１）募集要件を満たさない場合や、書類審査等で問題があることが判明した場合は、選定の対象となら

ない。 



（２）応募者が提出した申請書類に虚偽の記載を行った場合や審査委員に接触を図る等、不正な行為が

あった場合には、応募を無効とする。 

（３）候補者としての選定後に、重大な不備等があることが判明した場合等には、当該選定を取り消すも

のとする。 

（４）関係法令等に違反した場合は選定を取り消し、契約の解除を行う場合がある。 

（５）資格審査申請に係る書類及び企画提案書の作成に要する費用並びにプロポーザルの参加に要す

る費用は応募者の負担とし、提出された書類は返却しない。 

（６）選定された受注候補者と町は、運営に関して詳細な協議を行う。 

（７）運営委託後、法人の財務状況及び運営状況については、本町が実施する指導監査及び実地指導

の対象となる。 

（８）申請後に応募を辞退する場合は、プロポーザル辞退届（任意様式）を速やかに提出すること。 

 

12 問い合わせ先 

〒６８９－２２９２ 

鳥取県東伯郡北栄町由良宿４２３番地１ 

北栄町教育総務課子育て支援室 

電話：０８５８－３７－５８７０ 

FAX：０８５８－３７－３２４２ 

  電子メール：kyouiku@e-hokuei.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙   

評 価 基 準 

 

（１）企画内容（90点） 

評価項目 評価の視点 配点 

法人並びに放課後児童クラブ

の運営方針 

法人並びに放課後児童クラブの運営方針 15 

応募の動機 応募の動機 5 

運営実績 実績があり、事業を継続できる法人であるか １０ 

育成支援について 育成支援の内容、運営上の付加的なサービス 10 

障がいのある児童や、特に配慮を必要とする児童への

対応 

5 

支援員の配置体制 10 



支援員の雇用 支援員の継続雇用計画と代替員確保体制 10 

支援員の研修 支援員の研修体制 ５ 

安全管理 危機管理についての取組み、考え方 5 

個人情報保護対策 5 

地域及び家庭との連携 学校・家庭・地域との連携 5 

その他 要望・苦情対応 5 

 

 

（２）提案価格についての評価（10点） 

評価項目 評価の視点 配点 

提案価格についての評価 見積金額 10 

 


